
令和５年８月３１日 

 

令和６年度の財政投融資計画要求書 

(機関名：株式会社日本政策金融公庫（特定事業等促進円滑化業務）) 

 

１．令和６年度の財政投融資計画要求額

(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 2,315 2,367 △52 △ 2.2

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

2,315 2,367 △52 △ 2.2

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

 

２．財政投融資計画残高 

(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 5,351 3,178 2,173 68.4

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

5,351 3,178 2,173 68.4

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和６年度末
残高（見込）

令和５年度末
残高（見込）



３．事業計画及び資金計画 

事業計画 (単位：億円)

2,315 2,367 △52

(内訳)
2,315 2,367 △52

令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

増　減

事業計画の合計額

指定金融機関への貸付け

区　　分

 

資金計画 (単位：億円)

2,315 2,367 △52

2,315 2,367 △52

財政融資 2,315 2,367 △52

産業投資 － － －

政府保証 － － －

－ － －

一般会計補助金 1 1 0

エネルギー特別会計補助金 5 4 1

貸付回収金 142 142 －

借入金償還 △142 △142 －

その他 △6 △5 △1

自己資金等

区　　分
令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額

(財源)
財政投融資

 

 

 

 

 

 

 



財政投融資を要求するに当たっての基本的考え方 

 (機関名：株式会社日本政策金融公庫（特定事業等促進円滑化業務）) 

 
＜官民の役割分担・リスク分担＞ 
１．政策目的の実現に必要な範囲内で、金融・資本市場に関与するに際し、官民の適

切な役割分担がなされているか。 

 

【特定事業促進円滑化業務（平成２２年８月１６日開始）】 

「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（以

下「低炭素投資促進法」という。）」により、株式会社日本政策金融公庫（以下

「公庫」という。）は、エネルギー環境適合製品を開発又は製造する事業のう

ち、我が国産業活動の発達及び改善に特に資するもの（以下「特定事業」とい

う。）を事業者が実施するために必要な資金を、銀行その他の政令で定める金融

機関（以下「指定金融機関」という。）が貸し付ける場合において、指定金融機

関に対し、当該資金の貸付けに必要な資金の貸付けを行うことができることとさ

れている。 

これは、「特定事業は、民間金融機関だけでは十分な資金供給を行うことが困

難である大規模かつ中長期の安定的資金を要する事業」（エネルギー環境適合製

品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針）であり、資金供給の円滑

化による支援措置が必要であることが背景にある。 

 

【事業再編促進円滑化業務（平成２６年１月２０日開始）】 

「産業競争力強化法」により、公庫は、産業競争力強化の観点から、事業再編

を事業者が実施するために必要な資金を、指定金融機関が貸し付ける場合におい

て、指定金融機関に対し、当該資金の貸付けに必要な資金の貸付けを行うことが

できることとされている。 

これは、「事業者が戦略的な事業再編を行う際、民間金融機関だけでは十分な

資金供給を行うことが困難」（事業再編の実施に関する指針）であり、資金供給

の円滑化による支援措置が必要であることが背景にある。 

 

【事業適応促進円滑化業務（令和３年８月２日開始）】 

「産業競争力強化法」により、公庫は、経済社会環境の変化に対応する事業再

構築やＤＸ、カーボンニュートラルといった事業適応の取組みを事業者が実施す

るために必要な資金を、指定金融機関が貸し付ける場合において、指定金融機関

に対し、当該資金の貸付けに必要な資金の貸付け及び利子補給金の支給（カーボ

ンニュートラルの取組みに限る。）を行うことができることとされている。 

これは、「事業者が戦略的な事業適応を行う際、民間金融機関だけでは十分な

資金供給を行うことが困難」（事業適応の実施に関する指針）であり、資金供給

の円滑化による支援措置が必要であることが背景にある。 

 

【開発供給等促進円滑化業務（令和２年８月３１日開始）】 

「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法

律」により、公庫は、国民生活及び経済活動の基盤となる特定高度情報通信技術

活用システムの開発供給等又は特定半導体生産施設整備等を事業者が実施するた

めに必要な資金を、指定金融機関が貸し付ける場合において、指定金融機関に対



し、当該資金の貸付けに必要な資金の貸付けを行うことができることとされてい

る。 

これは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等又は特定半導体生産

施設整備等を行う事業者に対して「民間金融機関だけでは十分な資金供給を行う

ことが困難」（特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する

指針）であり、資金供給の円滑化による支援措置が必要であることが背景にあ

る。 

 

【事業基盤強化促進円滑化業務（令和３年８月２４日開始）】 

「造船法」により、公庫は、生産性向上の促進等による事業基盤強化の取組み

を造船等事業者が実施するために必要な資金を、指定金融機関が貸し付ける場合

において、指定金融機関に対し、当該資金の貸付けに必要な資金の貸付けを行う

ことができることとされている。 

これは、「事業基盤強化のために必要な資金について、民間金融機関だけでは

十分な資金供給を行うことが困難」（事業基盤強化の促進に関する基本方針）で

あり、資金供給の円滑化による支援措置が必要であることが背景にある。 

 

【導入促進円滑化業務（令和３年８月２４日開始）】 

「海上運送法」により、公庫は、安全・環境性能等の一定の性能を有した高品

質な船舶である特定船舶の導入を事業者が実施するために必要な資金を、指定金

融機関が貸し付ける場合において、指定金融機関に対し、当該資金の貸付けに必

要な資金の貸付けを行うことができることとされている。 

これは、「特定船舶の導入のために必要な資金について、民間金融機関だけで

は十分な資金供給を行うことが困難」（特定船舶の導入の促進に関する基本方

針）であり、資金供給の円滑化による支援措置が必要であることが背景にある。 

 

【供給確保促進円滑化業務（令和５年１月１３日開始）】 

「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 

（以下「経済安全保障推進法」という。）」により、公庫は、特定重要物資等の

安定供給確保のための取組みを事業者が実施するために必要な資金を、指定金融

機関が貸し付ける場合において、指定金融機関に対し、当該資金の貸付けに必要

な資金の貸付けを行うことができることとされている。 

これは、「特定重要物資等の安定供給確保のための取組みに必要な資金につい

て、民間金融機関だけでは十分な資金供給を行うことが困難」（供給確保促進円

滑化業務等実施基本指針）であり、資金供給の円滑化による支援措置が必要であ

ることが背景にある。 

 
２．官民が適切にリスク分担し、民間企業のモラルハザードを防止しつつ、適度な支

援を行っているか。 
 

前１．のとおり、当業務では、カーボンニュートラルの実現や、産業の新陳代謝

の促進、特定高度情報通信技術活用システムの普及、造船業・海運業の競争基盤強

化、経済安全保障の推進といった特に政策性の高い分野において、民間金融機関だ

けでは十分な資金供給を行うことが困難である低利・長期の資金を、公庫が指定金

融機関に対して補完的に供給することで、民間では担えないリスクを分担してい

る。 
 
 



＜対象事業の重点化・効率化＞ 
３．「民間にできることは民間に委ねる」という民業補完性を確保する観点から、

対象事業の重点化や効率化をどのように図っているか。 
 

該当なし。 
 
＜財投計画の運用状況等の反映＞ 

４．財投編成におけるＰＤＣＡサイクルを強化する観点から、財投計画の運用状況を

財政投融資の要求内容にどのように反映しているか。 

 
令和４年度については、財政投融資計画２，１１７億円（＝財政融資資金）に対

して、実績は１４億円となった。 
特定事業促進円滑化業務については、円安、物価高等の影響を背景とした事業者

の投資計画の見直しにより、新たな資金需要にはつながらなかった。事業再編促進

円滑化業務及び事業適応促進円滑化業務については、認定された計画の中に具体的

な資金需要を含むものもあったが、昨今の低金利環境や、指定金融機関の資金余剰

の状況もあり、ツーステップ・ローンの活用にはつながらなかった。また、開発供

給等促進円滑化業務についても、計画の認定はあったものの、５Ｇについては、新

型コロナウイルス感染症による移動制限に伴う現場での調整難航、半導体不足によ

る機器調達の不安定化や物価高による影響により大規模なローカル５Ｇシステムの

開発供給及び導入に係る検討が後ろに倒れていることから、新たな資金需要につな

がらなかった。半導体については、円安に伴う事業者の資金調達計画の変更等によ

り、ツーステップ・ローンの活用につながらなかった。事業基盤強化促進円滑化業

務については、一部想定通り融資が実行されたが、鋼材価格の上昇などによる投資

コスト増の影響で、事業者の投資計画の見直しなどが発生したことから、一部運用

残が生じた。導入促進円滑化業務については、特定船舶導入計画認定制度の開始以

降、資金需要を伴う計画を含め、複数件の認定を行ったものの、起工から竣工・引

渡しまでの期間が長いものが多く、令和４年度中に引渡しされ資金需要が発生する

案件は無かった。以上のことから、財政投融資としては２，１０４億円の運用残が

生じた。 
令和６年度については、具体的に見込まれる資金需要を勘案し、事業者への円滑

な資金供給に支障をきたすことがないよう、２，３１５億円（全額財政融資資金）

を要求している。 
 

(参考：過去３カ年の財政投融資の運用残額) 
             ２年度     ３年度       ４年度 
    運用残額   ７００億円   １，８６５億円   ２，１０４億円 
       運用残率    １００．０％     ９５．６％     ９９．４％ 
 
＜その他＞ 
５．上記以外の特記事項 
 

該当なし。 
 

 
(注)「運用残率」は、改定後現額(改定後計画＋前年度繰越)に対する運用残額の割合(％)。 



成長戦略等に盛り込まれた事項について 

 (機関名：株式会社日本政策金融公庫（特定事業等促進円滑化業務）) 

 

「経済財政運営と改革の基本方針２０２３」、「新しい資本主義のグランドデザイ

ン及び実行計画2023改訂版」及び「デジタル田園都市国家構想（基本方針・総合戦

略・当面の重点検討課題）」に盛り込まれた事項に関する要求内容 

 

①要求内容 

公庫が行う特定事業等促進円滑化業務は、エネルギー環境適合製品の開発又は製

造を行う事業者、産業競争力の強化に資する事業再編又は事業適応を行う事業者、

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等又は特定半導体生産施設整備等を

行う事業者、生産性向上等の取組みを行う造船等事業者、高性能・高品質な特定船

舶を導入する船舶運航事業者等及び特定重要物資等の安定供給確保のための取組み

を行う事業者への資金供給の円滑化を図るものである。 

 

②記載箇所 

 

・世界各国のカーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、脱炭素分野で新た

な需要・市場を創出し、日本の産業競争力を再び強化することを通じて、経済成

長を実現していく必要がある。【事業適応促進円滑化業務】 

（新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版） 

 

・人への投資、科学技術・イノベーション、スタートアップ、ＧＸ及びＤＸの４本

柱への計画的な重点投資【事業適応促進円滑化業務】 

（新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版） 

 

・インフラシェアリングを活用した５Ｇ基地局整備を促進し、その整備を加速す

る。また、５Ｇ及びローカル５Ｇの整備については、安全性やオープン性等を確

保しつつ推進する。【開発供給等促進円滑化業務】 

（デジタル田園都市国家構想基本方針） 

 

・中枢中核都市等を核とした広域圏の自立的発展と「全国的な回廊ネットワーク」

の形成を通じた交流・連携の強化、国際競争力の強化のため、高規格道路、整備

新幹線、リニア中央新幹線、港湾等の物流・人流ネットワークの早期整備・活

用、航空ネットワークの維持・活性化、モーダルコネクトの強化、造船・海運業

等の競争力強化等に取り組む。【事業基盤強化促進円滑化業務・導入促進円滑化

業務】 

（経済財政運営と改革の基本方針２０２３） 

 

・経済安全保障推進法の着実な実施と取組の更なる強化を行う。重要な物資のサプ

ライチェーンについて不断の点検・評価を行った上で、把握された課題への対応

を検討し、安定供給確保のために必要な措置を着実に講ずる。【供給確保促進円

滑化業務】 

（経済財政運営と改革の基本方針２０２３） 

 



財政投融資の要求に伴う政策評価（基本的事項） 

 (機関名：株式会社日本政策金融公庫（特定事業等促進円滑化業務）) 

 

１．政策的必要性 

 

（１）事業概要 

特定事業促進円滑化業務、事業再編促進円滑化業務、事業適応促進円滑化業

務、開発供給等促進円滑化業務、事業基盤強化促進円滑化業務、導入促進円滑

化業務及び供給確保促進円滑化業務は、指定金融機関に対して長期の資金供給

等を行うことを目的とする。 

   

（２）施策のメニュー 

（ツーステップ・ローン） 

財政融資資金の借入れにより調達した資金を指定金融機関に対し貸付けする

ものである。 

（利子補給） 

指定金融機関が行う貸付けに係る金利を政策的に低減するため、指定金融機

関に対し利子補給金の給付をするものである。 

 

（３）規模の必要性 

事業者の資金需要を見据えた円滑な資金供給に、支障をきたすことのないよ

う、令和６年度の事業規模については、２，３１５億円を要求している。 

 

２．民業補完性 

 

【特定事業促進円滑化業務】 

特定事業促進円滑化業務は、事業者が特定事業を実施する際に必要となる長

期資金について、民間金融機関だけでは十分な資金供給が困難であることを踏

まえ、低炭素投資促進法により、公庫の新たな業務として、指定金融機関を通

じて長期資金を供給することが認められたものである。 

 

【事業再編促進円滑化業務】 

事業再編促進円滑化業務は、事業者が事業再編を実施する際に必要となる長

期資金について、民間金融機関だけでは十分な資金供給が困難であることを踏

まえ、産業競争力強化法により、公庫の新たな業務として、指定金融機関を通

じて長期資金を供給することが認められたものである。 

 

【事業適応促進円滑化業務】 

事業適応促進円滑化業務は、事業者が事業適応を実施する際に必要となる長

期資金について、民間金融機関だけでは十分な資金供給が困難であることを踏

まえ、産業競争力強化法により、公庫の新たな業務として、指定金融機関を通

じて長期資金を供給すること等が認められたものである。 

 

【開発供給等促進円滑化業務】 

開発供給等促進円滑化業務は、事業者が特定高度情報通信技術活用システム



の開発供給等又は特定半導体生産施設整備等を実施する際に必要となる長期資

金について、民間金融機関だけでは十分な資金供給が困難であることを踏ま

え、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法

律により、公庫の新たな業務として、指定金融機関を通じて長期資金を供給す

ることが認められたものである。 

 

【事業基盤強化促進円滑化業務】 

事業基盤強化促進円滑化業務は、造船等事業者の事業基盤強化の取組みを実

施する際に必要となる長期資金について、民間金融機関だけでは十分な資金供

給が困難であることを踏まえ、造船法により、公庫の新たな業務として、指定

金融機関を通じて長期資金を供給することが認められたものである。 

 

【導入促進円滑化業務】 

導入促進円滑化業務は、船舶運航事業者等が特定船舶の導入を実施する際に

必要となる長期資金について、民間金融機関だけでは十分な資金供給が困難で

あることを踏まえ、海上運送法により、公庫の新たな業務として、指定金融機

関を通じて長期資金を供給することが認められたものである。 

 

【供給確保促進円滑化業務】 

供給確保促進円滑化業務は、特定重要物資等の安定供給確保のための取組み

を事業者が実施する際に必要となる長期資金について、民間金融機関だけでは

十分な資金供給が困難であることを踏まえ、経済安全保障推進法により、公庫

の新たな業務として、指定金融機関を通じて長期資金を供給することが認めら

れたものである。 

 

したがって、特定事業促進円滑化業務、事業再編促進円滑化業務、事業適応促

進円滑化業務、開発供給等促進円滑化業務、事業基盤強化促進円滑化業務、導入

促進円滑化業務及び供給確保促進円滑化業務とも、民間金融機関だけでは十分な

資金供給が困難な長期資金を、公庫が指定金融機関に対して補完的に供給するも

のであり、「民間では担えないリスクの負担」をするものとして、民業補完性は

認められる。 

 

３．有効性 

  

指定金融機関に長期の資金を供給すること等によって、指定金融機関は円滑な

資金供給を行うことが可能となる。 

 

４．その他 

 

（１）資金調達手段の適正性 

当該政策目的を円滑に遂行し、かつ政策金融改革の趣旨等を踏まえて、資金

調達手段は安定的かつ低コストなものとする必要があり、財政融資が必要であ

る。 

 

（２）財務の健全性への影響（財政投融資資金の償還確実性） 

指定金融機関には、必要な資金を供給する特定事業促進業務、事業再編促進

業務、事業適応促進業務、開発供給等促進業務、事業基盤強化促進業務、導入

促進業務又は供給確保促進業務を適正かつ確実に実施することが求められる。



これらの業務は特に政策上の措置を受けて行う業務であることから、指定金融

機関によって長期にわたり適切かつ安定的な資金管理等が行われるよう指定基

準が定められている。 

また、指定金融機関の信用リスクについては、低炭素投資促進法、産業競争

力強化法、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関

する法律、造船法、海上運送法及び経済安全保障推進法において、主務大臣は

指定金融機関に対する検査・監督権限を有していることから、その適切な行使

によって指定金融機関の健全性をチェックすることができるため、償還確実性

は担保されている。 

 

 

  



４ 年 度 決 算 に 対 す る 評 価 

 (機関名：株式会社日本政策金融公庫（特定事業等促進円滑化業務）) 

 

１．決算についての総合的な評価 

 

○損益計算書の状況 

指定金融機関への貸付実績は１４億円となった。資金運用収益（貸出金利

息）は１０２百万円となり、政府補給金収入等を加え経常収益は１８３百万円

となった。 

一方で、資金調達費用（借用金利息）は１０２百万円となり、営業経費等を

加え経常費用は２０６百万円となった。 

 

この結果、経常損失及び当期純損失は２２百万円となった。 

 

 ○貸借対照表の状況 

指定金融機関に対する貸出金９５，２６０百万円が資産の大部分を占め、相

応の資金を借用金により調達した。 

純資産は、出資金４０百万円の受入れ及び当期純損失２２百万円の計上によ

り、２８２百万円となった。 

 

２．決算の状況 

 

（１）資産・負債・資本の状況 

 

○ 資 産   ９５，６３５  百万円 

○ 負 債   ９５，３５３  百万円 

○ 純資産      ２８２ 百万円 

 

（２）費用・収益の状況 

 

○ 費 用      ２０６ 百万円 

○ 収 益      １８３ 百万円 

 

 


